
各機関の取組紹介及び
情報提供

(気象庁p.1-7、農林水産省p.8-16、国土交通省p.17-26)

令和８年２月１７日

資料２



1 今年度の地域防災支援業務の推進状況について（高知県での取組）

・市町村との「顔の見える関係」深化
・気象防災ワークショップの開催
・地域防災計画等への助言
・市町村の過去災害に関する解説資料作成
・市町村の職員研修への講師派遣

「あなたの町の予報官」による地域防災支援業務

平時

・防災メール等による注意喚起
・台風説明会等による注意警戒の呼びかけ
・ホットラインによる助言
・気象庁防災対応支援チーム（JETT）派遣

緊急時

・自治体等と共同で
「振り返り」を実施

災害後

・令和６年４月の豊後水道での地震
宿毛市へJETT派遣

・令和6年8月の南海ﾄﾗﾌ地震臨時情報
（巨大地震注意）
解説資料に関する説明を実施
県災害対策本部会議で解説を実施
市町村へホットラインを実施

・令和7年9月台風第15号
オンライン説明会
高知県へJEET派遣
ホットライン・防災メール

ホットライン等の実施、
JETT派遣

市町村訪問
・出水期前に気象台から発表する
防災気象情報の再確認

・防災メール、ホットラインの紹介

日常的な防災対策へのサポート
・地域防災計画などへの助言

気象防災ワークショップ（11市町村が参加）

市町村との「顔の見える関係」深化

災害時等の対応を振り返り、平時・緊急時の業務へフィードバック

「振り返り」の業務改善への活用

日常的に担当者との緊密な連携を図り、緊急時には自治体の防災対応を積極的にサポート。

県庁対応
リーダー 防災気象官

中部チーム
リーダー 地域防災官

東部チーム
リスクコミュニケー
ション推進官

西部チーム
リーダー 調査官

担当総括
地域防災官

【気象防災ワークショップ】

【県危機管理連絡員会議】

【越知町との振り返り】

自治体の防災対応や防災気象情報の利活
用状況を把握するとともに、気象台への
要望や意見交換等を実施。

・令和7年7月ロシア、カムチャツカ半島
東方沖の地震等 沿岸部の市町村へｱﾝｹｰﾄ
・令和7年7月17、18日の大雨
対面での意見交換(3市町村）
いの町、越知町、佐川町
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2 線状降水帯の予測精度向上に向けた取り組み（情報の改善）
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2 防災情報の改善について（令和8年5月下旬から運用開始予定）
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2 新しい防災気象情報（R8出水期から運用開始予定）
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2 新しい防災気象情報（R8出水期から運用開始予定）
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流域治⽔の推進に向けた農林⽔産省の取組

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
　令和７年１０⽉１６⽇

農村振興局
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農地・農業⽔利施設を活⽤した主な流域治⽔対策の⽀援事業
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流域治水の取組を推進する事業制度～施設の整備から管理まで～
①国営かんがい排水事業
②水利施設整備事業
③基幹水利施設管理事業
④水利施設管理強化事業

②水利施設整備事業
⑦農業競争力強化農地整備事業

農地中間管理機構関連農地整備事業
国営農用地再編整備事業
農地耕作条件改善事業

⑧多面的機能支払交付金

①国営かんがい排水事業
国営総合農地防災事業

②水利施設整備事業
③基幹水利施設管理事業
④水利施設管理強化事業
⑤農業水路等⾧寿命化・防災減災事業
⑥農村地域防災減災事業
⑧多面的機能支払交付金

②水利施設整備事業
④水利施設管理強化事業
⑤農業水路等⾧寿命化・防災減災事業
⑥農村地域防災減災事業

ダ

排

田

池

［中央図：国土交通省公表図に加筆］

農業用ダムの活用

水田の活用
（田んぼダム） ため池の活用

排水施設等の活用
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事業
実施
主体

都道府県
市町村
土地改良区等

目
的

農業用ダムの活用
水田の活用｢田んぼダム｣
排水施設等の活用
ため池の活用

■事業名：国営かんがい排水事業（国営流域治水対策事業）
■実施内容：「既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針」に

基づく治水協定を締結済み又は締結する見込みの農業用ダムの利水
機能の確保及び洪水調節機能強化のための農業水利施設の整備並びに
流域治水対策に資する農業水利施設の整備

■実施要件：農業水利施設の新設､廃止又は変更で､次の全てに該当するもの
（１）次のいずれかの要件を満たすもの

ア 治水協定を締結済み又は締結する見込み
イ 流域治水プロジェクトが策定若しくは改定された水系又は改定さ
れる見込みの水系で実施され、かつ、流域治水プロジェクトに本事業
の対象施設が位置付けられた又は位置付けられる見込み

（２）治水協定ダムの洪水調節可能容量の増大又は流域治水の取組の強化
（３）受益面積が500ha（畑の場合は100ha）以上 等
■国庫負担率：農林水産省2/3、北海道・離島75％、沖縄･奄美90％ 等

① 国営かんがい排水事業／国営総合農地防災事業 ② 水利施設整備事業

排水機場の整備排水路の整備

■事業名：国営総合農地防災事業（豪雨災害対策型）
■実施内容：豪雨により排水能力不足が顕著となった排水施設の豪雨

災害を防止するための排水施設の整備

■実施要件：農業用排水施設の新設､廃止又は変更で､次の全てに該当するもの
（１）受益面積がおおむね3,000ha以上
（２）総事業費がおおむね100億円以上
（３）末端支配面積がおおむね300ha（畑の場合は100ha）以上

ただし、流域治水プロジェクトが策定された水系で実施するもの等
の一定の要件を満たす場合にあっては、おおむね100ha以上

（４）おおむね過去10年間に想定を上回る豪雨による農地、農作物及び農業水
利施設に関する被害額が当該地域の農業取得額の10％を超過した地域で実施

■国庫負担率：農林水産省2/3、北海道75％

［｢排水施設の活用｣に限る］

■実施要件：農業水利施設の新設、廃止又は変更
（１）次の全てに該当するもの

ア 治水協定を締結済み又は締結する見込みがある水系で実施
イ 洪水調節に利用可能な容量の増大又は事前放流等の円滑な実

施に必要な施設整備
ウ 緊急水管理システム整備事業については、河川管理者にデー

タを提供するための機器の整備に限り、治水協定により新たに
整備を要するダム 等

（２）受益面積がおおむね200ha以上でそのうちの５割以上で「田んぼ
ダム」の取組が実施又は実施見込みであり、流域治水プロジェクト
が策定された水系等に該当する地域で実施するもの

（３）次の全てに該当するもの
ア 流域治水プロジェクトが策定若しくは改定された水系又は事業

実施年度中に策定若しくは改定される見込みの水系で実施するも
のであり、同プロジェクトに本事業の対象となる施設が位置付け
られたもの又は位置付けられる見込みであること

イ 計画排水量の増大、洪水の速やかな流下、内水の速やかな排除
等、流域治水の取組の推進に資すること

■国庫負担率：農林水産省･北海道50％、沖縄80％、奄美65％ 等

■事業名：水利施設整備事業（流域治水対策型）
■支援内容：
（１）農業用ダムの洪水調節機能の運用に必要な水管理システムの整

備や堆砂対策による貯水容量の確保、地区内の施設更新に併せた
洪水調節機能の強化に資する農業水利施設の整備

（２）「田んぼダム」の取組地域において、湛水による営農への影響
を最小限とする農業水利施設の基幹から末端までの一体的な整備

（３）流域治水の取組の推進に資する農業水利施設の整備

国
目
的

農業用ダムの活用
排水施設等の活用

事業
実施
主体

※老朽化した排水施設の改修等については、国営かんがい排水事業の他の事業メニューでも実施可能

排水能力
Q=45.0m3/s

排水能力
Q=16.3m3/s
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④ 水利施設管理強化事業

事業
実施
主体

都道府県
市町村

目
的

農業用ダムの活用
排水施設等の活用
ため池の活用

■事業名：水利施設管理強化事業
■支援内容：
（１）農業水利施設の持つ多面的機能に対し、役割に応じた取組に係

る費用を支援
（２）流域治水プロジェクト等に位置付けられた農業水利施設で実施す

る流域治水の取組に要する費用を支援

■実施要件：
ダム、頭首工等及びこれらと一元管理を行う幹線用排水路であって、

（１）一般型
治水協定ダムの洪水調節機能強化の発揮及び地域防災計画に位

置付けた施設の防災・減災機能を含む多面的機能の発揮等に対応
した維持管理に係る費用の支援

（２）特別型
流域治水プロジェクト等に位置付けられた農業水利施設（一般

型の施設を除く）の流域治水にかかる次のア又はイの取組支援
ア 流域治水推進のための管理体制構築等に係るもの
イ 治水協定ダムの事前放流、農業用ため池の低水位管理、農業水

利施設を活用した事前排水
■国庫負担率：50％

排水機場の管理 排水樋門の管理

■事業名：基幹水利施設管理事業
■支援内容：国営土地改良事業によって造成された地方公共団体が管

理している施設のうち、大規模で公共・公益性の高い施設の管理に
係る費用を支援

■実施要件：
ダム、頭首工等及びこれらと一元管理を行う幹線用排水路であって、

（１）一般型（次の全てに該当するもの）
ア 国により都道府県または市町村へ管理委託された施設
イ １施設当たりの受益面積が概ね1,000ha以上（畑にあっては

300ha以上）
ウ 非農地率概ね10％以上
エ 施設の規模等に係る要件に該当する施設又は流域治水プロジェ
クト等に位置付けられた施設

（２）特別型（次の全てに該当するもの）
ア 国により都道府県へ管理委託された施設
イ １施設当たりの受益面積が概ね3,000ha以上
ウ 非農地率が概ね20％以上
エ それぞれの施設の区分ごとの規模要件に該当するもの

■国庫負担率：
（１）一般型：30％

（流域治水プロジェクト等に位置付けられた施設は1/3）
（２）特別型：1/3（平成７年度以前採択地区は40％）

③ 基幹水利施設管理事業

事業
実施
主体

都道府県
市町村

目
的

農業用ダムの活用
排水施設等の活用

頭首工の管理農業用ダムの管理
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■事業名：農業水路等⾧寿命化・防災減災事業
■支援内容：防災減災対策（流域治水対策）

流域治水対策として、農業水利施設が持つ洪水調節機能等を発揮す
るために行う施設の整備等

■事業メニュー：
流域治水対策のために行う施設の整備等

（１）農業用用排水施設整備
（２）危機管理システム等整備（水位計等の観測設備の設置、遠隔監

視システム等の整備）
（３）附帯安全施設整備（防護柵、避雷針等の附帯施設の整備）
（４）管理体制強化対策（施設の操作規程や操作マニュアルの策定又

は豪雨による流入予測等の調査等で、上記（１）から（３）のい
ずれかのメニューと併せて行うもの）

■実施要件：
流域治水プロジェクト等に位置付けられた施設又はこの施設と一体

的に効用を発揮する施設、機能発揮に必要な施設等として、次の全て
を満たすもの

・総事業費が200万円以上
・受益者（農業者）が２者以上
・工事期間が最大３年

■国庫負担率：農林水産省･北海道50％、沖縄80％、奄美65％ 等

⑤ 農業水路等⾧寿命化・防災減災事業

事業
実施
主体

都道府県
市町村
土地改良区等

目
的

排水施設等の活用
ため池の活用

⑥ 農村地域防災減災事業

事業
実施
主体

都道府県
市町村
土地改良区等

目
的

排水施設等の活用
ため池の活用

水位計の設置 水門の電動化

■事業名：農村地域防災減災事業
■支援内容：・湛水被害等を未然に防止するために行う用排水施設

等の整備
・決壊等による被害の防止や洪水調節機能の強化等を

目的とした農業用ため池の整備

■事業メニュー：（１）用排水施設等整備事業（湛水防除事業）
（２）湛水被害総合対策事業
（３）防災重点農業用ため池緊急整備事業
（４）ため池洪水調節機能強化事業

■実施要件：
（１）受益面積が30ha（畑の場合は20ha）以上、総事業費5,000万円

以上 等
（２）受益面積の合計が20ha以上、過去10年間に２回以上の湛水被害

が生じた地域であって、流域治水プロジェクトが策定された水系
で実施するもの 等

（３）受益面積が２ha以上かつ総事業費4,000万円以上 等
（４）防災受益面積７ha以上、総事業費800万円以上、流域治水プロ

ジェクトが策定された水系で実施するもの 等
■国庫負担率：
（１）農林水産省50％等、沖縄80％、奄美2/3等、離島60％
（２）農林水産省50％等
（３）農林水産省50％等、沖縄80％、奄美2/3等、離島60％
（４）農林水産省50％等、沖縄80％、奄美2/3等、離島60％

農業用ため池の洪水調節機能を強化するための「洪水吐きスリット」設置状況
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⑧ 多面的機能支払交付金

事業
実施
主体

地方公共団体
等

目
的 水田の活用「田んぼダム」

事業
実施
主体

目
的

水田の活用「田んぼダム」
排水施設等の活用

■実施要件：
資源向上支払（共同）において、非農業者の参画が必要 等

■加算措置の要件
次の全てに該当するもの

（１）資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積全体のうち、５割
以上で「田んぼダム」を実施

（２）市町村による水田貯留機能強化計画の策定 等
（流域治水プロジェクトの計画等に「田んぼダム」の設置が位置

付けられている地域は策定不要）
■交付額 ： 2,400円／10a（都府県）

1,920円／10a（北海道）
■加算措置： 400円／10a（都府県）

320円／10a（北海道）

■事業名：多面的機能支払交付金
■支援内容：
（１）資源向上支払（共同）（加算措置※を含む）

「田んぼダム」の取組の推進のため、地域共同で行う水田の落水
口への調整板の設置、畦畔嵩上げ、これらの維持管理等を支援

（２）資源向上支払（⾧寿命化）
老朽化が進む農業用排水路等の施設の⾧寿命化のための補修・

更新等の活動を支援

農業者及び
その他の者で
構成される
活動組織等

畦畔塗り 排水調整板の設置

■実施要件：
次の全てに該当するもの

（１）「田んぼダム」の取組等を定めた計画の策定
（２）受益面積の５割以上で「田んぼダム」の取組が実施又は実施見

込み
（３）次のいずれかの流域治水対策を実施する区域

ア 流域治水プロジェクトが策定・公表された水系又は当該年度
中に策定・公表される見込みの水系で実施

イ 治水協定の締結が完了している水系又は当該年度中に締結さ
れる見込みの水系で実施

ウ 地方自治体が策定・締結する防災に係る計画・協定に位置付
けられたもの又は当該年度中に位置付けられる見込みのもの 等

■国庫負担率：定額、50％ 等

畦畔の再構築 排水口の整備

⑦ 農業競争力強化農地整備事業 ほか３事業

■事業名：農業競争力強化農地整備事業
農地中間管理機構関連農地整備事業
国営農用地再編整備事業
農地耕作条件改善事業

■支援内容：「田んぼダム」の取組の推進のために必要な畦畔、排水
口、排水路等の整備を行う農地整備を支援

■実施要件：
（１）資源向上支払（共同）では非農業者の参画が必要 等

※加算措置（水田の雨水貯留機能の強化への支援）では
次の全てに該当するもの

ア 資源向上支払（共同）の交付を受ける田面積全体のうち、５割
以上で「田んぼダム」を実施

イ 市町村による水田貯留機能強化計画の策定 等
（流域治水プロジェクトの計画等に「田んぼダム」の設置が位置

付けられている地域は策定不要）
■交付単価：
（１）【資源向上支払（共同）】2,400円/10a（田・都府県）

※加算措置：400円／10a（都府県）
320円／10a（北海道）

（２）【資源向上支払（⾧寿命化）】4,400円/10a（田・都府県）

■事業名：多面的機能支払交付金
■支援内容：
（１）資源向上支払（共同）（加算措置※を含む）

「田んぼダム」の取組の推進のため、地域共同で行う水田の落水
口への調整板の設置、畦畔嵩上げ、これらの維持管理等を支援

（２）資源向上支払（⾧寿命化）
老朽化が進む農業用排水路等の施設の⾧寿命化のための補修・

更新等の活動を支援

排水調整板の設置 排水路側壁嵩上げ
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事業制度一覧

実施内容・支援内容等国庫負担率事業主体事業名
・治水協定締結済み又は締結見込みの農業水利施設の洪

水調節機能強化を図る整備
・流域治水プロジェクトに位置付けられた又は位置付け

られる見込みの農業水利施設の整備
・豪雨により排水能力不足が顕著となった排水施設

の豪雨災害を防止するための排水施設の整備

2/3 等

2/3 等

国

国

①国営かんがい排水事業

国営総合農地防災事業

・治水協定締結済み又は締結見込みの農業水利施設の洪
水調節機能強化などを図る整備

・「田んぼダム」の取組地域における農業水利施設の基
幹から末端までの一体的な整備

・流域治水の取組の推進に資する農業水利施設の整備

50％ 等都道府県、
市町村、
土地改良区 等

②水利施設整備事業

・国営土地改良事業によって造成された地方公共団体が
管理している施設のうち、大規模で公共・公益性の高
い施設の管理に係る費用を支援

1/3 等都道府県、
市町村

③基幹水利施設管理事業

・農業水利施設の持つ多面的機能に対し、役割に応じた
取組に係る費用を支援

・流域治水プロジェクト等に位置付けられた農業水利施
設で実施する流域治水の取組に要する費用を支援

50％都道府県、
市町村

④水利施設管理強化事業

・流域治水対策として、農業水利施設が持つ洪水調節機
能等を発揮するために行う施設の整備等

50％ 等都道府県、
市町村、
土地改良区 等

⑤農業水路等⾧寿命化・防災減災事業

・湛水被害等を未然に防止するために行う用排水施設等
の整備

・決壊等による被害の防止や洪水調節機能の強化等を目
的とした農業用ため池の整備

50％ 等都道府県、
市町村、
土地改良区 等

⑥農村地域防災減災事業

・「田んぼダム」の取組の推進のために必要な畦畔、排
水口、排水路等の整備を行う農地整備を支援

定額、50％ 等国、
都道府県、
市町村、
土地改良区 等

⑦農業競争力強化農地整備事業
農地中間管理機構関連農地整備事業
国営農用地再編整備事業
農地耕作条件改善事業

・「田んぼダム」の取組の推進のため、地域共同で行う
水田の落水口への調整板の設置、畦畔嵩上げ、これら
の維持管理等を支援

・老朽化が進む農業用排水路等の施設の⾧寿命化のため
の補修・更新等の活動を支援

交付単価
共同：2,400円/10a等

※加算措置
400円／10a 等

⾧寿命化：4,400円/10a等

農業者及びその他
の者で構成される
活動組織 等

⑧多面的機能支払交付金
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・ 国土交通省 北海道開発局 農業水産部 農業設計課（011-709-2311）

・ 北海道 農政部 農村振興局 農村設計課 （011-204-5398）

・ 農林水産省 東北農政局 農村振興部 設計課 （022-261-8305）

・ 農林水産省 関東農政局 農村振興部 設計課 （048-740-0169）

・ 農林水産省 北陸農政局 農村振興部 設計課 （076-232-4722）

・ 農林水産省 東海農政局 農村振興部 設計課 （052-223-4635）

・ 農林水産省 近畿農政局 農村振興部 設計課 （075-414-9513）

・ 農林水産省 中国四国農政局 農村振興部 設計課 （086-224-9419）

・ 農林水産省 九州農政局 農村振興部 設計課 （096-300-6404）

・ 内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 農村振興課 （098-866-1652）

農林水産省 農村振興局 整備部 水資源課
〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
TEL : 03-3502-8111（内線5516）

［Ver.3.0］

お問い合わせ先（電話番号）
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

国土交通省における取り組み事例紹介

国土交通省中村河川国道事務所
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特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料

R8.1.1時点
○指定済み 36水系428河川
◎計画策定済み21水系315河川

四国指定状況
・仁淀川水系日下川
・肱川水系都谷川
・中川水系中川
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特定都市河川制度を活用した流域治水の推進

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料 19



流域治水の取り組み（報道関係者と連携）

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料 20



流域治水の取り組み（関係者の協働による好事例）

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料 21



流域治水の取り組み（オフィシャルサポーター制度）

中村河川で作成した絵本も
活用されています！

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料 22



流域治水の取り組み（オフィシャルサポーター制度）

本省ＨＰより
実施内容
サポーターとしての活動を希望する企業等は、次のいずれかの取組を

通じて「流域治水」に関する周知活動等を実施するものとします。
（１） 企業等のWeb ページ、SNS、広報誌、ポスター等への情報掲載
（２） 流域治水に関する広報資料の配布・掲示、アナウンス等
（３） 各種イベント、セミナー、学会、講座、研修等での紹介
（４） 貯留施設の設置など自らの流域治水に資する取組
（５） 流域の上流地域と下流地域の連携を推進する取組
（６） 自治体等との防災協定の締結、避難所としての場所の提供等防災

活動への積極的な参加
（７） その他､流域治水の優良な活動についての周知など流域治水に資

すると国土交通省が認める取組

■認定業者は建設会社や建設コンサルタンツの他、資材・機器メーカー
や保険会社、報道関係機関、ハウスメーカー、観光協会、ＮＰＯ等。

■具体な実施内容は、水害リスク情報の提供、雨水浸透材料等の開発、
勉強会の実施（講師含む）、工場や現場見学会実施、里山保全活動等。

オフィシャルサポーター認定企業・団体の一部(R7.5.21時点：148認定)

四国で認定されているオフィシャルサポーター
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流域治水の取り組み（オフィシャルサポーター制度）

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料 24



流域治水の取り組み事例（四国）

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料 25



流域治水の取り組み事例（四国）

R7.10.16 流域治水の実践に向けた四国ブロック実務者会議 資料26




